
令和６年度 第４回 足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」 
令和６年１２月１９日 

【 審議・調査事項  報告事項  情報連絡事項 】 

件 名 
家庭的保育事業者、東京都認証保育所及び小規模保育事業所に対する

指導検査の実施結果について 

所 管 部 課 子ども家庭部 子ども施設指導・支援課 

子ども家庭部 幼稚園・地域保育課 

内 容 

１ 検査の概要 

 
家庭的 

保育事業者 

東京都 

認証保育所 

小規模 

保育事業所 

実施期間 
５月２２日～ 

７月 ９日 

６月 ５日～ 

７月１９日 

７月１０日～ 

７月３０日 

実施対象数 
（全対象数） 

４４事業者 

（９３事業者） 

１６施設 

（３３施設） 

１４施設 

（２６施設） 

文書指摘件数 

（10月末改善件数） 

４件 

（４件） 

９件 

（３件） 

９件 

（６件） 

口頭指導件数 

（10月末改善件数） 

２１件 

（１５件） 

１６件 

（７件） 

２７件 

（１７件） 

※ 文書指摘は根拠法等に違反する事項に適用 

※ 口頭指導は根拠法以外の法令等に違反する事項に適用 

※ 文書指摘は指導検査結果通知到達後３０日以内に改善報告書で確認

し、口頭指導は巡回訪問等により、通知到達後概ね３０日以内に確認を

行う。 

２ 文書指摘・口頭指導件数の前年度比較 

 

情報連絡事項１ 



 

３ 検査結果の分析 

（１）家庭的保育事業者については、昨年度より文書指摘、口頭指導とも

に９件減少した。 

［要因］全体会や個別確認等を通じて周知徹底を図り、事業者の対

応が進んだため 

（２）東京都認証保育所については、昨年度より文書指摘が８件、口頭指

導が５件増加した。 

［要因］検査対象施設で運営本部の交代が２件、園長の交代が６件

と相次ぎ、検査前に実施した検査制度に対する説明が充分に

引き継がれていなかった。 

（３）小規模保育事業所については、口頭指導が２０件増加した。 

［要因］法令改正による水害訓練結果の報告義務等の理解がされて

おらず、件数が増加した。 

４ 検査結果（文書指摘及び口頭指導の内容）と改善への対応 

（詳細は別添２参照） 

５ 今後の方針 

（１）施設ごとの検査結果資料を作成し、令和６年度末に開催される全体

説明会において説明し、改善方法について周知徹底を図る。 

（２）巡回訪問等、現地訪問の機会に改善状況を確認するとともに、指導・

支援の強化を図る。 

（３）文書指摘事項及び改善状況は、区ホームページ上で公表する。 

 

 

 


